
令和８年

1.不法滞在者や被退去強制者が働く場合

4月の主な扱い

さいたま新都心
交番６月号

大宮警察署
☎048-650-0110

さいたま新都心交番

☎048-601-3385

不法就労防止に

ご協力ください。

不法就労者の雇用主も
処罰されるの？

処
罰
さ
れ
ま
す

3年以下の拘禁刑、
300万円以下の罰金
を科せられることがあります。

不法就労となるのは、次の3つの場合です
（例）密入国した人や在留期限の切れた人が働く。

2.出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く場合
（例）留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く。

3.現に有している在留資格等で認められた範囲を超えて働く場合
（例）外国料理のコックとして働くことを認められた人が工場で作業員として働く。

外国人を雇用する際には、必ず在留カードの記載事項を確認してください。

不法就労を防止しましょう

遺失拾得 ・・・183件
物損事故 ・・・ 29件
人身事故 ・・・ 5件
万引き ・・・ 11件
自転車盗 ・・・ 1件
オートバイ盗 ・・・ 0件
車上狙い ・・・ 0件
自動車盗 ・・・ 0件

※ 数値は取扱い件数で
認知件数とは異なります。

薬物乱用防止！
「たった一度」でも使用すると
自分の意思ではやめられません！

覚醒剤 大麻

コカイン

ヘロイン

MDMA

シンナー

大切な自分を守りましょう

埼玉県警察
痴漢撃退Ｗｅｂアプリ

もしもの時のために

・痴漢被害に遭ったとき
・痴漢や盗撮を目撃したとき
・声は出せないが周囲に知らせたいとき

ホーム画面に追加！（容量ほぼ無し）

埼玉県警察鉄道警察隊・痴漢被害相談所 048-641-0599
警察総合相談センター #9110

緊急の場合は110番通報を！

特殊詐欺対策アプリ 被害防止
預貯金詐欺

架空料金請求詐欺還付金詐欺

オレオレ詐欺

で

令和８年２月末、特殊詐欺認知件数２２１件
被害金額、１０億９，１６３万円


